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医療保険料 (月額)

① 本人保険料
第 1 上 2 900

300
17 500
11 800

法 人 1種組
3

② 家族保険料
200

※3歳以上75歳未満の5人まで徴収 (優先順位は、成人>高齢>若年>就学前)、 6人 日から不要。

2, 後期高齢者支援金分保険料 (月 額)

①本人保険料

翁・不口6年2月 28日

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ )

(300円 引き上げ)

(300円 引き上げ)

(300円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(据え置き)

(据え置き)

(200円 引き上げ)

(据え置き)

(500円 引き上げ)

(400円 引き上げ)

(300円 引き上げ)

(200円 引き上げ)

(200円 引き上げ)

(200円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(300円 引きよ |カ

(据え置き)

(据え置き)

(100円 引き上げ)

(据え置き)
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1 の 300

2 上 で 400

4 100

5

人

3 で の が けられる 800

② 家族保険料
就 400

900

上 2 100

900

※3歳以上75歳未満の5人まで徴収 (優先順位は、成人>高齢>若年>就学前)、 6人 目から不要。

3、 介護保険料 (月 額) ※40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)

① 本人保険料
1 800 (500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

(500円 引き上げ)

2 4 200
3 600

1 4 900

② 家族保険料
40歳以上65歳未満の家族1人につき 2,800円 (300円 引き上げ)

4, 徴収保険料額 (月 額 )

医療保険料 十 後期高齢者支援金分保険料 +介護保険料 =合 計保険料

★償還払いは、70歳未満の組合員を対象に171500円を超えた分が支給となります。
※70歳以上の組合員の償還金はありません。
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